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何度か見ていたこと（乙 71・2 頁）、②「劇団員だった のお尻を谷

さんが触っていたりとか、触ろうとしても が逃げていたり」したこ

と、「谷さんがマクベスに出ていた女優さんに『胸を触っていい？』と聞い

て、『え、嫌です』というやり取りがあったというのを人伝てに聞」いた旨、

「野外でのフェスティバルのときに、谷さんが『おはようございます』と言

いながら女性劇団員の胸を触っているのをみ」るなど（乙 64・3 頁）、他の

複数の女性劇団員に対しても日常的にセクハラをしていたこと（乙 71・3

頁）、③本件劇団においては「もし本気で怒っている人がいたら『空気を読

まない人』扱いされたであろう」ことから、真剣な注意や抗議が困難な状況

にあったことが述べられている。 

による陳述書（乙 65）及び の供述を内容とする書面のう

ち乙 64 は、別件訴訟において谷氏により提出されている。上記のとおり、

権力者である谷氏については有利な供述がなされる傾向にあり、谷氏が自

らの主張を立証するために用いた証拠は特にその傾向は顕著であるところ、

これらの供述においてすら谷氏が日常的にセクハラ行為を行っていた旨述

べているのであり、少なくとも谷氏による日常的なセクハラ行為が存在し

たという限度において、これらの供述は信用できる。また、 による

陳述書のうち乙 71 は、乙 64 の陳述の趣旨を訂正するために作成されたも

のであり（乙 71・1〜2 頁）、乙 71 の供述は信用できる。 

 

5 小括 

以上のとおり、谷氏は、日常的に、大内氏及びその他の劇団員の胸や尻を触

っていたところ（上記 2）、そのことについての法的に有効な同意は認められ

ないから（上記 3）、谷氏の行為はセクハラに該当する。また、信用できる潤

沢な供述の存在によってもセクハラの存在が裏付けられており、同供述から

はパワハラの存在も基礎づけられる（上記 4）。 
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よって、要証事実 B（ハラスメント被害の存在）は真実である。 

 

第5   結語 

以上のとおり、本件各記載の摘示事実が本件性被害の存在であると仮定した

場合であっても、真実性の抗弁の要件である公共性及び公益性は充足している

（第 1）。また、この場合における当該摘示事実の主要・重要な部分は、要証事

実 A（レイプ被害の存在）及び要証事実 B（ハラスメント被害の存在）である

ところ（第 2）、いずれの要証事実も真実である（第 3 及び第 4）。 

よって、被告らによる本件各記事の公開は不法行為に該当しない。 

なお、真実相当性の抗弁の立証対象となる事実は、真実性の抗弁と同じく主

要・重要な摘示事実である。よって、真実相当性の抗弁の主張については、真

実性の抗弁に係る主張反論によって立証対象となる事実は何かについての議

論がある程度整理された後に、おって主張する。 

以上 




